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電気料金の算定誤りに関するお詫びとお知らせ（最終報） 

 2021年 1月 5日付で「電力料金の算定誤りに関するお詫びとお知らせ（第１報）」としてご

報告いたしました、低圧電力プランをご利用の一部のお客さまの電気料金に関する基本料金の

過大請求（2019年 11月 1日から 2020年 12月 13日までのご使用分、以下「本件過大請求」

といいます。）に関しまして、この度、対象件数および過大請求額が確定いたしましたので、

再発防止策と共にご報告いたします。 

お客さまには、多大なるご迷惑をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。 

１．経緯について 

 弊社は、各一般送配電事業者の託送供給等約款に基づき、過去の 12 ヶ月間の最大需要電力

を契約電力とする運用としていたところ、2019 年 10 月 31 日以前においては、低圧電力プラ

ンの契約容量を一律 1kW または切替前の契約容量と切替後の最大需要電力を比較し、いずれか

低い値に基づき過小に算定しておりました。この件については、弊社のシステム上の設定ミス

であったこともあり、お客さまに対して不足分の請求は行っておりません。もっとも、同年 11 

月 1 日以降、切替後の最大需要電力に基づき正しく算定されるよう料金計算システムを改修し

た際、各一般送配電事業者から提供される過去 12 ヶ月間の最大需要電力を、誤って単月の最

大需要電力として取り込む設定になっており、この値で過去 12 ヶ月間の最大需要電力を算出

したため、最大で過去約 24 ヶ月間の最大需要電力に基づき基本料金が算定されました（※1）。

ご契約中に最大需要電力が減少したお客さまであっても、契約電力に対して基本料金を過大請

求していました。 

 （※1）例えば、2018 年 11 月における最大需要電力が 7kW の場合で、同年 12 月の最大需

要電力が 5kW であったとします。その後、2019 年 11 月までの各月の最大需要電力が 5kW 

であった場合、2018 年 11 月～2019 年 10 月までの契約電力は 7kW ですが、2019 年 11 月

以降の契約電力は、本来は、5kW となります。もっとも、2018 年 12 月以降各月の最大需要

電力については、一般送配電事業者から提供される過去 12 ヶ月間の最大需要電力である 7kW 

をシステムに入力していたため、2019 年 11 月以降もお客さまの契約電力は 7kW となってい

ました。2019 年 11 月以降は、一般送配電事業者から提供される最大需要電力が 5kW となり、

その後契約電力が増加しない場合、2020 年 11 月以降は 5kW となりますが、少なくともそれ



  
 

までの間（12 ヶ月間）は、7kW を前提とした過大な基本料金を請求していたことが判明しま

した。 

 

２．対象件数および過大請求額について 

 本件過大請求の件数と過大請求額につきましては、以下の通りとなります。 

 

 

 

３．お客さまへのご連絡および返金方法について 

 2021 年 1 月 22 日より、順次本件過大請求の対象となるお客さまには、清算金額、清算方

法などをご説明した書面の発送をしておりますので、詳細はそちらの書面をご確認ください。 

現在弊社とご契約をいただいているお客さまにつきましては、原則として、個別に発送され

た書面に記載の 2021 年 1 月以降の電気料金から過大請求額を差し引くことで精算をさせてい

ただきます。 

既に弊社とのご契約が終了しているお客さまにつきましては、ご連絡を差し上げた後に銀行

振込にてご返金させていただきます。 

  

４．再発防止策について 

 2020 年 12 月 14 日付で料金計算システムの設定を修正しており、現在は、過大請求の原因

となった事象は解消されております。 

弊社としましても、今回の過大請求については、大変重く受け止めており、システムのみな

らず、管理体制の見直しを含め、再発防止を徹底する所存でおります。 

 

 具体的な再発防止策として、以下 9 点の措置を進めて参ります。 

 1）   各一般送配電事業者の電力使用実績データを活用した請求書監査を毎月実施 

－ カントリーマネージャー、法務・コンプライアンス責任者等から構成されるコンプラ

イアンスの推進を議題とする会議（以下「コンプライアンス会議」といいます。）を

開催し「電気代が高い」など電気使用量に関するお客さまからの苦情の割合・内容を

確認し、その結果も踏まえ監査対象を選定することで、実効性を高める 

①　ご契約中の過大請求対象のお客さま数 1,714

最も小さい過大請求額（１件あたり） ¥253

最も大きい過大請求額（〃） ¥235,004

　　　　　　　　　過大請求の合計金額 ¥19,492,938

②　ご解約済みの過大請求対象のお客さま数 426

最も小さい過大請求額（１件あたり） ¥253

最も大きい過大請求額（〃） ¥121,440

　　　　　　　　　過大請求の合計金額 ¥3,875,247

①、②の過大請求を受けた顧客数合計 2,140

①、②の過大請求の合計金額（小数点以下四捨五入) ¥23,368,184



  
 

 2） システムを変更した場合において、問題の有無を担当部門以外の監査担当を任命し、監

査を実施 

３）   以下の項目について具体的な社内ルールを作成し、常に問題解決および改善の検討を 

行う体制を構築 

－ 問題、クレーム発生から処理までの時間的指標を設定 

－ 関係省庁への報告、お客さま、弊社独立販売員への通知、その他対外的な発表などに

対するガイドラインの策定 

－ 問題発生時の上層部への報告のタイミング・フローなど問題発生時の対応フローに関

するガイドラインを策定 

４） ３）の指標やガイドラインの遵守状況について記録を行い、定期的に改善の余地を検討 

５） コンプライアンス会議を毎週開催し、問題事項の発見、共有の迅速化を図ると共に、コ 

ンプライアンス部門、システム部門の組織体制、人員の強化と権限の明確化を図る 

６） 毎月未解決のコンプライアンス課題を顧問弁護士と会議を実施し、解決の迅速化を実施 

７） 問題の収束後に原因の特定、責任の明確化、および改善策が機能しているか 1 週間以内

に監査を実施 

８） 社内研修・教育の再実施 

９） 経営会議において、内部的、外部的要因に関わらず将来的な課題・問題を特定し、その

問題解決策を検討 

 

５．お問い合わせ窓口 

受付時間：9:00～18:00（日・祝日・12/29～1/3 除く） 

（１）お客さまのお問い合わせ先 

 カスタマーケアセンター  

フリーダイヤル：0120-907-830 

          E メール：customercare@ambitenergy.co.jp 

（２）コンサルタントのお問合せ先 

コンサルタント サポート 

フリーダイヤル：0120-907-087 

E メール：consultantsupport@ambitenergy.co.jp 


